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(57)【要約】
【課題】電力を使用する権利を有する特定の電力供給対
象にのみ電力供給を行うことができる電力管理装置、電
力供給装置、電力供給システム、電力管理方法および電
力供給方法を提供する。
【解決手段】電力供給対象が有する第１の識別情報とユ
ーザが有する第２の識別情報との対応関係を予め保持す
る記憶部と、第１の識別情報と第２の識別情報との対応
関係に基づいて、電力供給対象に電力供給を行う電力供
給装置に電力供給指示を行う電力管理部とを備える電力
管理装置である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識別情報との対応関係を
予め保持する記憶部と、
　前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関係に基づいて、前記電力供給対象
に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う電力管理部と
を備える電力管理装置。
【請求項２】
　前記電力管理部は、前記電力供給装置からなされた、前記電力供給対象に対する電力供
給可否の問い合わせに対し、前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関係を参
照して、前記電力供給指示を行う
請求項１に記載の電力管理装置。
【請求項３】
　前記電力管理部は、前記第２の識別情報に対して電力使用の権利を与え、該電力使用の
権利が与えられた前記第２の識別情報と対応付けられた前記第１の識別情報を有する前記
電力供給対象に電力供給するよう前記電力供給指示を行う
請求項１に記載の電力管理装置。
【請求項４】
　前記第１の識別情報と前記第２の識別情報とは前記ユーザにより予め対応付けられてい
る
請求項１に記載の電力管理装置。
【請求項５】
　前記第２の識別情報は、前記ユーザの所有物に割り当てられている
請求項１に記載の電力管理装置。
【請求項６】
　前記第２の識別情報は、前記ユーザに関する情報である
請求項１に記載の電力管理装置。
【請求項７】
　電力供給対象が有する第１の識別情報を取得する情報取得部と、
　前記第１の識別情報に基づいて、前記電力供給対象に対する電力供給の可否の問い合わ
せを電力管理装置に対して行う問い合わせ部と、
　前記問い合わせに対する前記電力管理装置からの電力供給指示に従い、前記電力供給対
象に対して電力供給を行う電力供給部と
を備える電力供給装置。
【請求項８】
　前記情報取得部は、電力線重畳通信技術を用いて前記第１の識別情報を取得する
請求項７に記載の電力供給装置。
【請求項９】
　前記情報取得部は、前記電力供給部と一体的に構成されている
請求項７に記載の電力供給装置。
【請求項１０】
　前記電力供給部は、前記電力供給対象への電力供給を非接触給電で行う
請求項７に記載の電力供給装置
【請求項１１】
　電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識別情報との対応関係を
予め保持する記憶部と、
　前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関係に基づいて、前記電力供給対象
に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う電力管理部とを備える電力管理装置
と、
　前記電力供給対象が有する第１の識別情報を取得する情報取得部と、
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　前記第１の識別情報に基づいて前記電力供給対象に対する電力供給が可能か否かの問い
合わせを電力管理装置に対して行う問い合わせ部と、
　前記問い合わせに対する前記電力管理装置からの電力供給指示に従い、前記電力供給対
象に対して電力供給を行う電力供給部とを備える電力供給装置と
からなる電力供給システム。
【請求項１２】
　電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識別情報との対応関係を
予め保持し、
　前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関係に基づいて、前記電力供給対象
に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う
電力管理方法。
【請求項１３】
　電力供給対象が有する第１の識別情報を取得し、
　前記第１の識別情報に基づいて前記電力供給対象に対する電力供給が可能か否かの問い
合わせを電力管理装置に対して行い、
　前記問い合わせに対する前記電力管理装置からの電力供給指示に従い、前記電力供給対
象に対して電力供給を行う
電力供給方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電力管理装置、電力供給装置、電力供給システム、電力管理方法および電力
供給方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、エネルギー問題などへの関心の高まりに伴い、セキュリティ強化、電力利用の利
便性を高める、電力利用の効率化などの目的で、給電装置などに接続された電子装置への
電力の供給を制御することが可能な管理装置が提案されている（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１８２２３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載の技術は、プラグイン自動車が電子認証キーを有している場合にプラ
グイン自動車の蓄電池への充電を許可することにより、セキュリティ強化、アプリケーシ
ョンの充実を図るものである。
【０００５】
　しかし、引用文献１に記載の技術は、充電の権限を示す電子認証キーはプラグイン自動
車に設けられているため、例えば、プラグイン自動車から離間した位置における事象など
に基づいて充電許可または拒否の決定をするという制御を行うことができない。よって、
利用できる状況は限られることとなる。
【０００６】
　そこで、本技術は、幅広い状況において、電力を使用する権利を有する特定の電力供給
対象にのみ電力供給を行うことができる電力管理装置、電力供給装置、電力供給システム
、電力管理方法および電力供給方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、第１の技術は、電力供給対象が有する第１の識別情報とユ



(4) JP 2014-17949 A 2014.1.30

10

20

30

40

50

ーザが有する第２の識別情報との対応関係を予め保持する記憶部と、第１の識別情報と第
２の識別情報との対応関係に基づいて、電力供給対象に電力供給を行う電力供給装置に電
力供給指示を行う電力管理部とを備える電力管理装置である。
【０００８】
　また、第２の技術は、電力供給対象が有する第１の識別情報を取得する情報取得部と、
第１の識別情報に基づいて、電力供給対象に対する電力供給の可否の問い合わせを電力管
理装置に対して行う問い合わせ部と、問い合わせに対する電力管理装置からの電力供給指
示に従い、電力供給対象に対して電力供給を行う電力供給部とを備える電力供給装置であ
る。
【０００９】
　また、第３の技術は、電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識
別情報との対応関係を予め保持する記憶部と、第１の識別情報と第２の識別情報との対応
関係に基づいて、電力供給対象に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う電力
管理部とを備える電力管理装置と、電力供給対象が有する第１の識別情報を取得する情報
取得部と、第１の識別情報に基づいて電力供給対象に対する電力供給が可能か否かの問い
合わせを電力管理装置に対して行う問い合わせ部と、問い合わせに対する電力管理装置か
らの電力供給指示に従い、電力供給対象に対して電力供給を行う電力供給部とを備える電
力供給装置とからなる電力供給システムである。
【００１０】
　また、第４の技術は、電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識
別情報との対応関係を予め保持し、第１の識別情報と第２の識別情報との対応関係に基づ
いて、電力供給対象に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う電力管理方法で
ある。
【００１１】
　さらに、第５の技術は、電力供給対象が有する第１の識別情報を取得し、第１の識別情
報に基づいて電力供給対象に対する電力供給が可能か否かの問い合わせを電力管理装置に
対して行い、問い合わせに対する電力管理装置からの電力供給指示に従い、電力供給対象
に対して電力供給を行う電力供給方法である。
【発明の効果】
【００１２】
　本技術によれば、電力を使用する権利を有する特定の電力供給対象にのみ電力供給を行
うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本技術に係る電力供給システムの構成を示すブロック図である。
【図２】図２は、電力供給装置の構成を示すブロック図である。
【図３】図３は、電力管理装置の構成を示すブロック図である。
【図４】図４は、電力供給システムにより行われる処理を示す図である。
【図５】図５は、本技術に係る電力供給システムの第１の応用例の構成を示すブロック図
である。
【図６】図６は、本技術に係る電力供給システムの第２の応用例の構成を示すブロック図
である。
【図７】図７は、電力供給システムの第２の応用例における処理の流れを示すフローチャ
ートである。
【図８】図８は、電力供給システムの第２の応用例における第２の処理の流れを示すフロ
ーチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本技術の実施の形態について図面を参照しながら説明する。ただし、本技術は以
下の実施例のみに限定されるものではない。なお、説明は以下の順序で行う。
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＜１．実施の形態＞
［１－１.電力供給システムの構成］
［１－２.電力供給システムにおける処理］
＜２．電力供給システムの第１の応用例＞
＜３．電力供給システムの第２の応用例＞
＜４．変形例＞
【００１５】
＜１．実施の形態＞
［１－１.電力供給システムの構成］
　図１は、本技術に係る電力供給装置１２０および電力管理装置１６０を含む電力供給シ
ステム１００の構成を示すブロック図である。電力供給システム１００は、電力供給対象
１１０、電力供給装置１２０、ＩＤ媒体１３０、ＩＤ取得装置１４０、端末装置１５０、
電力管理装置１６０とから構成されている。
【００１６】
　電力供給対象１１０は、電力供給装置１２０からの電力の供給を受けるものである。電
力供給対象１１０は例えば、バッテリを備える電気機器、電気自動車、家電製品などであ
る。バッテリは、リチウムイオン二次電池、リチウムイオンポリマー二次電池、ニッケル
水素電池など充放電を行うことができるものであればいかなるものを採用してもよい。
【００１７】
　電力供給対象１１０は識別情報としてＩＤ１を有する。ＩＤ１は特許請求の範囲におけ
る第１の識別情報に相当するものである。ＩＤ１は例えば、電力供給対象１１０が備える
ＩＣチップに書き込まれており、電力供給対象１１０としての機器、バッテリ、装置の型
番、シリアルナンバーなどである。ただし、各電力供給対象１１０固有のものであれば、
型番、シリアルナンバー以外の任意の文字列などであってもよい。
【００１８】
　なお、電力供給対象１１０が複数ある場合には、例えば、ＩＤ１ａ、ＩＤ１ｂ、ＩＤ１
ｃのように個々のバッテリ、機器、装置に異なるＩＤ１が付与される。
【００１９】
　電力供給装置１２０は、電力供給対象１１０に電力を供給するものである。図１中の電
力供給装置１２０と電力供給対象１１０を接続する太線は電力供給用の電力線を示すもの
である。
【００２０】
　ここで、図２を参照して、電力供給装置１２０の構成について説明する。電力供給装置
１２０は、通信部１２１、情報取得部１２２、問い合わせ部１２３、電力供給部１２４お
よびとからなる。
【００２１】
　通信部１２１は、例えば、所定のプロトコルに基づいてインターネット、専用回線など
のネットワークを介して端末装置１５０および電力供給装置１２０と通信を行うためのネ
ットワークインターフェースである。通信方式は有線通信、無線ＬＡＮ（Local Area Net
work）、Ｗｉ－Ｆｉ（Wireless Fidelity）、３Ｇ回線、４Ｇ回線を用いた通信など、ど
のようなものでもよい。
【００２２】
　情報取得部１２２は、電力供給装置１２０に接続される電力供給対象１１０の識別情報
であるＩＤ１を取得するものである。情報取得部１２２は、例えば、認証型コンセントで
ある。認証型コンセントには、非接触型ＩＣカード式、電力線重畳通信式などがある。
【００２３】
　非接触型ＩＣカード式とは、非接触型ＩＣカードにおける情報読取の仕組みを利用した
方式である。ＩＣ読み書き用のリーダ/ライタを電力供給装置１２０のコンセントの中に
設けておき、バッテリ、またはバッテリが搭載される機器、装置のコンセントのプラグに
、ＩＤ１が書き込まれたＩＣチップを埋め込んでおく。これにより、バッテリのプラグを
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電力供給装置１２０のコンセントに挿すとＩＣチップとリーダ/ライタが接近し、通信が
可能になり、ＩＣ１を読み取ることができる。
【００２４】
　電力線重畳通信方式とは、電力供給用の電力線に重畳されたリーダ・ライタの高周波信
号によってバッテリまたはバッテリを備える機器が備えるＩＣチップに書き込まれたＩＤ
１を読み取る方式である。
【００２５】
　本技術においては、上述したいずれの方式を採用してもよい。また、この２つの方式以
外でも、充電のためコンセント接続時に情報を読み取ることができる仕組みならどのよう
なものを採用してもよい。
【００２６】
　問い合わせ部１２３は、通信部１２１を介して、情報取得部１２２により取得されたＩ
Ｄ１を有する電力供給対象１１０への電力供給が可能であるか否かの問い合わせを電力管
理装置１６０に行うものである。問い合わせ部１２３は、電力供給対象１１０への電力供
給が開始されるまで、または電力供給されずに電力供給対象１１０と電力供給装置１２０
との接続が切り離されるまで、例えば数分おきなど所定の時間間隔をあけて、電力管理装
置１６０への問い合わせを繰り返し行う。この問い合わせの頻度は予め定めておいてもよ
いし、電力供給システム１００を運用する事業者などが任意に設定できるようにしてもよ
い。
【００２７】
　電力供給部１２４は、整流回路、充電回路、充電用端子などを含んで構成されており、
電力供給対象１１０に対する充電動作を行うものである。例えば、整流回路は交流電力を
整流して直流電力を生成し、充電回路は、整流回路から供給される直流電力を認証型コン
セントの電力供給用端子を介して電力供給対象１１０に供給する。
【００２８】
　電力供給部１２４は、情報取得部１２２とともに一体的に認証型コンセントを構成する
とよい。これにより、認証型コンセントを電力供給対象１１０に接続だけで電力供給対象
１１０からのＩＤ１の取得と、電力供給対象１１０への電力供給とを行うことができる。
なお、電力供給は、端子の接続による有線の電力供給だけでなく、金属接点やコネクタな
どを介さずに電力を伝送すること非接触給電技術を用いて電力供給を行なってもよい。非
接触給電は、ワイヤレス給電や非接触電力伝達、無接点電力伝送などとも称される、電磁
誘導などを用いた電力伝送技術である。
【００２９】
　図１の電力供給システム１００の説明に戻る。ＩＤ媒体１３０は、識別情報であるＩＤ
２を有する媒体である。ＩＤ２は特許請求の範囲における第２の識別情報に相当するもの
である。ＩＤ媒体１３０としては例えば、ユーザが所有するクレジットカード、レンタル
ビデオ店の会員カード、医療機関の診療カードなどがある。また、ユーザ名、ユーザが任
意に決定した文字列など、ユーザ自身に関する情報をＩＤ２としてもよい。
【００３０】
　ＩＤ取得装置１４０は、ＩＤ２を取得するものである。例えば、ＩＤ２がクレジットカ
ード、レンタルビデオ店の会員カード、医療機関の診療カードなどである場合には、ＩＤ
取得装置１４０はカードリーダーである。また、ＩＤ２がユーザ名などの文字列である場
合にはＩＤ取得装置１４０は、文字列の入力を受け付ける端末装置１５０などとなる。Ｉ
Ｄ取得装置１４０は、ネットワークなどを介して電力管理装置１６０と接続されており、
取得したＩＤ２を電力管理装置１６０に送信する。
【００３１】
　端末装置１５０は、ユーザが使用するものであり、例えば、パーソナルコンピュータ、
ノートパソコン、携帯電話機、スマートフォンなどである。端末装置１５０は、ネットワ
ークなどを介して電力管理装置１６０に接続されている。端末装置１５０は、ＩＤ１とＩ
Ｄ２が紐付けられていることを示す情報を電力管理装置１６０に送信する。例えば、ＩＤ
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１とＩＤ２が紐付けられていることを示す情報は例えばユーザにより作成される。
【００３２】
　電力管理装置１６０は、本技術に係る電力管理処理を行うサーバ装置などである。図３
は、電力管理装置１６０の構成を示すブロック図である。電力管理装置１６０は、通信部
１６１、記憶部１６２および電力管理部１６３を備える。
【００３３】
　通信部１６１は、例えば、所定のプロトコルに基づいてインターネット、専用回線など
のネットワークを介して端末装置１５０および電力供給装置１２０と通信を行うためのネ
ットワークインターフェースである。通信方式は有線通信、無線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、３
Ｇ回線、４Ｇ回線を用いた通信など、どのようなものでもよい。
【００３４】
　記憶部１６２は、ハードディスク、フラッシュメモリなどにより構成される記憶媒体で
ある。記憶部１６２は、ＩＤ１とＩＤ２の紐付け関係を記憶保持するＩＤのデータベース
として機能するものである。電力管理装置１６０は、端末装置１５０から送信されたＩＤ
１とＩＤ２とが紐付けられた関係を示す情報を受信すると、その情報に基づいてＩＤ１と
ＩＤ２の紐付け関係を記憶部１６２に格納する。
【００３５】
　電力管理部１６３は、例えば、ＣＰＵ、ＲＡＭおよびＲＯＭなどからなり、所定のプロ
グラムを実行することにより本技術に係る電力管理処理を行う処理部である。
【００３６】
　電力管理部１６３は、ＩＤ取得装置１４０から送信されたＩＤ２を受信すると、そのＩ
Ｄ２に充電の権利を付与し、記憶部１６２にその旨の情報を記録する。
【００３７】
　また、電力管理部１６３は、電力供給装置１２０からＩＤ１を有する電力供給対象１１
０への電力供給が可能か否かの問い合わせがなされたら、記憶部１６２を参照し、そのＩ
Ｄ１に紐付けられたＩＤ２に充電の権利が付与されているか否かを確認する。そして、Ｉ
Ｄ１に紐付けられたＩＤ２に充電の権利が付与されている場合には電力供給装置１２０に
対して、電力供給対象１１０への電力供給指示を行う。一方、ＩＤ１に紐付けられたＩＤ
２に電力使用の権利が付与されていない場合には、電力供給装置１２０に対して、電力供
給電を行わない旨の指示を行う。
【００３８】
　電力供給システム１００は以上のようにして構成されている。
【００３９】
［１－２.電力供給システムにおける処理］
　次に、電力供給システム１００における処理について説明する。図４は電力供給システ
ム１００においてなされる処理を示した図である。まずステップ１で、ＩＤ１と、そのＩ
Ｄ１に紐付けられるＩＤ２を示す情報が端末装置１５０から電力管理装置１６０に送信さ
れる。これは例えば、ユーザが端末装置１５０を操作することにより行われる。そしてス
テップ２で、電力管理装置１６０は、それら、ＩＤ１とＩＤ２とが紐付けられていること
を自身の記憶部１６２に登録する。
【００４０】
　次に、電力供給対象１１０が電力供給装置１２０に接続されると、ステップ３で、認証
型コンセントなどの電力供給装置１２０の情報取得部１２２により、電力供給対象１１０
が有するＩＤ１を取得する。そして、ステップ４で、電力供給装置１２０の問い合わせ部
１２３の処理のもと、読み取ったＩＤ１が電力供給可能なＩＤであるか否かを電力管理装
置１６０に問い合わせる。なお、この電力供給装置１２０による問い合わせは、電力供給
対象１１０へ電力供給が開始されるまで、または電力供給がなされずに電力供給装置１２
０と電力供給対象１１０との接続が切り離されるまで所定の時間間隔で継続して繰り返し
行われる。
【００４１】
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　その電力供給装置１２０からの問い合わせに対してステップ５で、電力管理装置１６０
は電力供給可否の回答を電力供給装置１２０に送信する。電力管理装置１６０の電力管理
部１６３は、電力供給装置１２０からの問い合わせがあると、問い合わせの対象であるＩ
Ｄ１に紐付けられているＩＤ２に電力使用の権利が付与されているか否かを確認する。そ
して、ＩＤ２に電力使用の権利が与えられていない場合には、電力管理装置１６０は、電
力供給不可能の回答を電力供給装置１２０に送信する。この回答は、電力供給装置１２０
からの問い合わせがあるたびに行われる。ＩＤ２に充電を行う権利が付与されるまでは電
力供給不可能の回答がなされる。
【００４２】
　その後、ステップ６でＩＤ取得装置１４０によりＩＤ媒体１３０からＩＤ２の取得が行
われる。これは例えば、クレジットカード２３０のカード番号がＩＤ２として機能する場
合には、ユーザがそのクレジットカード２３０を用いて買い物をし、カードリーダーなど
によってそのクレジットカード２３０番号が読み取られることにより行われる。そして、
ステップ７で、ＩＤ取得装置１４０は取得したＩＤ２を電力管理装置１６０へ送信する。
【００４３】
　次にステップ８で、電力管理装置１６０の電力管理部１６３は、受信したＩＤ２に電力
使用の権利を付与し、その内容を記憶部１６２に記録する。これは、例えば、クレジット
カード２３０で買い物をしたユーザにのみ電力使用を許可するというものである。
【００４４】
　そして、ステップＳ８でＩＤ２に電力使用の権利が付与された後に電力供給装置１２０
から問い合わせがあった後は、ステップＳ９に示されるように、電力管理装置１６０は電
力供給対象への電力供給が可能である旨の回答を行う。
【００４５】
　上述したように、電力管理装置１６０の電力管理部１６３は、電力供給装置１２０から
の問い合わせがあると、問い合わせの対象であるＩＤ１に紐付けられているＩＤ２に電力
使用の権利が付与されているか否かを確認する。したがって、ステップ９によりＩＤ２に
充電を行う権利が付与された後に電力供給装置１２０から電力供給可否の問い合わせが電
力管理装置１６０になされると、電力管理装置１６０は、電力供給装置１２０に対して電
力供給可能である旨の回答を行う。
【００４６】
　そして、ステップ１０で電力供給装置１２０の電力供給部１２４により電力供給対象１
１０への電力供給が行われる。
【００４７】
　このように、本技術によれば、所定の条件を満たしたユーザにのみ電力の供給を行うシ
ステムを容易に構築することができる。また、たとえ、電力供給を行う電力供給装置１２
０と、ＩＤ２の取得がなされる位置が離れていてもＩＤによる電力使用の管理を行うこと
ができる。これにより、位置、距離などに限定されない、電気を使用する権利を用いた様
々なサービスを提供することができる。
【００４８】
＜２．電力供給システムの第１の応用例＞
　図５を参照して電力供給システムの応用例として、電力供給システムを用いたサービス
の一例について説明する。このサービスにおける電力供給システム２００では、電力供給
対象を電気自動車またはハイブリッド自動車（以下の説明では、電気自動車またはハイブ
リッド自動車をまとめて電気自動車２１０と称する）とする。
【００４９】
　電気自動車２１０は、電力を蓄えるバッテリを備え、そのバッテリに蓄えられた電力を
用いた電力駆動力変換装置で走行する車である。電気自動車２１０は、バッテリ充電用の
コンセントを備える。このプラグをＥＶ（Electric Vehicle）充電スタンド２２０のプラ
グに接続することによりバッテリの充電を行うことができる。電気自動車２１０はＩＤ１
を有する。ＩＤ１は、例えば、電気自動車２１０にＩＣチップを搭載し、そのＩＣチップ
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に書き込こんでおくとよい。
【００５０】
　ＥＶ充電スタンド２２０は、図１を参照して説明した電力供給装置１２０に相当するも
のであり、電気自動車２１０のバッテリに充電用の電力を供給する。ＥＶ充電スタンド２
２０は、認証型コンセントを備えている。上述したように認証型コンセントには例えば、
非接触型ＩＣカード式、電力線重畳通信式などがある。これにより、ＥＶ充電スタンド２
２０は接続された電気自動車２１０が有するＩＤ１を読み取る。ＥＶ充電スタンド２２０
は、例えば、店舗の駐車場、などに設けられている。
【００５１】
　クレジットカード２３０は、例えば、電気自動車２１０を使用するユーザが有するもの
であり、クレジットカード２３０番号がＩＤ２としての役割を果たす。このように、ＩＤ
２は、ユーザが容易に持ち運びできるものに割り当てられることが望ましい。
【００５２】
　レジスタ２４０は、クレジットカード２３０におけるＩＤ２を読み取ることがカードリ
ーダーを備える、キャッシュレジスタなどの料金支払いなどに用いられる装置である。レ
ジスタ２４０は例えば、店舗内に設けられている。レジスタ２４０は読み取ったＩＤ２を
、ネットワークなどを通じてデータセンタ２６０に送信する。
【００５３】
　端末装置１５０は、図１を参照して説明したものと同様に、例えば、パーソナルコンピ
ュータ、ノートパソコン、携帯電話機、スマートフォンなどである。端末装置１５０は、
ＩＤ１とＩＤ２が紐付けられていることを示す情報をデータセンタ２６０に送信する。例
えば、ＩＤ１とＩＤ２が紐付けられていることを示す情報は例えばユーザにより作成され
る。
【００５４】
　データセンタ２６０は、図１における電力管理装置１６０と同様の構成を備えるもので
あり、電力管理処理を行うものである。データセンタ２６０は所定のプロトコルに基づい
て、端末装置１５０、ＥＶ充電スタンド２２０との通信を行う。通信方式は有線通信、無
線ＬＡＮ、Ｗｉ－Ｆｉ、３Ｇ回線、４Ｇより回線を用いた通信などどのようなものでもよ
い。
【００５５】
　データセンタ２６０は、ＩＤ１とＩＤ２が紐付けられているという情報を端末装置１５
０から受信するとそれを自身の記憶部に記録する。また、レジスタ２４０から送信された
ＩＤ２を受信した場合に、そのＩＤ２に電力使用の権利を与え、ＩＤ２が電力使用の権利
を有することも記憶部に記録する。そして、電力供給装置１２０からＩＤ１が電力を使用
することができる否かの問い合わせに対して、電力供給の可否の回答を行う。
【００５６】
　この電力供給システム１００において、ユーザが店舗で、クレジットカード２３０で買
い物の支払いをすると、レジスタ２４０によりＩＤ２が取得され、そのＩＤ２はレジスタ
２４０からデータセンタ２６０に送信される。そうすると、データセンタ２６０において
ＩＤ２に電力使用の権利が付与される。そして、ＥＶ充電スタンド２２０が電気自動車２
１０のＩＤ１の電力供給の可否をデータセンタ２６０に問い合わせ、ＩＤ２に電力使用の
権利が付与されている場合には、電力供給可能の回答をＥＶ充電スタンド２２０に行う。
そして、ＥＶ充電スタンド２２０が電気自動車２１０に電力供給を行うことにより電気自
動車２１０の充電が行われる。
【００５７】
　このように、本技術によれば、例えば、店舗でクレジットカードで買い物をしたユーザ
ユーザにのみ充電スタンドによる電気自動車の充電を許可する、というサービスを実施す
ることができる。
【００５８】
＜３．電力供給システムの第２の応用例＞
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　次に、本技術の第２の応用例について説明する。図７は、応用例における電力供給シス
テム３００の構成を示すブロック図である。クレジットカード会社３１０以外の構成は図
６と同様であるため、その説明を省略する。クレジットカード会社３１０は、クレジット
カード２３０の発行、管理、決済、清算などを行う事業者である。この応用例は、ユーザ
が電気自動車２１０を使用し、店舗に赴き、その店舗で買い物を行い、店舗における買い
物によってユーザに駐車券が発行される、というものである。
【００５９】
　なお、ＥＶ充電スタンド２２０は、電気自動車２１０に対して電力供給を行うとととも
に、駐車カード、電気自動車２１０の駐車の有無を検知するセンサなどによって電気自動
車２１０の駐車時間を把握することが可能なものであるものとする。
【００６０】
　図８は電力供給システム３００の応用例における処理の流れを示すフローチャートであ
る。まずステップＳ２０１で、ユーザは端末装置１５０を用いて、ＩＤ１と、そのＩＤ１
に紐付けられるＩＤ２を示す情報をデータセンタ２６０に送信する。次にステップＳ２０
２で、データセンタ２６０は、受信したＩＤ１とＩＤ２とが紐付けられていることを自身
の記憶部１６２に登録する。
【００６１】
　次にステップＳ２０３で、ユーザが電気自動車２１０を利用して店舗に赴き、ＥＶ充電
スタンド２２０に電気自動車２１０を接続する。そして、ステップＳ２０４で、ＥＶ充電
スタンド２２０が認証型コンセントで電気自動車２１０のＩＤ２を読み取り、そのＩＤ２
をデータセンタ２６０に送信する。
【００６２】
　次にステップＳ２０５で、ＥＶ充電スタンド２２０により電気自動車２１０に対する電
力供給（充電）が開始される。次にステップＳ２０６で、ユーザがＩＤ２として機能する
クレジットカード２３０を店舗で使用する。
【００６３】
　次にステップＳ２０７で、店舗からレジスタ２４０を介してクレジットカード会社３１
０に対してユーザのクレジットカード２３０使用金額分の請求がなされる。次にステップ
Ｓ２０８で、ＩＤ２に紐付けられたＩＤ１に対して駐車の権利を証明する駐車券および充
電の権利を証明する充電券が発行される。
【００６４】
　そして、電気自動車２１０が満充電まで、または所定量まで充電されると、ステップＳ
２０９でＥＶ充電スタンド２２０による電気自動車２１０の充電が終了となる。次にステ
ップＳ２１０で、ＥＶ充電スタンド２２０は、充電を行った電気自動車２１０のＩＤ１、
駐車時間、充電量をデータセンタ２６０に通知する。
【００６５】
　そして、ステップＳ２１１で、データセンタ２６０は、受信した電気自動車２１０のＩ
Ｄ１が駐車券および充電券を発行したＩＤ１である場合には、クレジットカード会社３１
０に対して料金請求を行わない。
【００６６】
　次に、図８のフローチャートを参照して、店舗における支払いがなく、すなわちユーザ
が買い物を行わず、駐車券、充電券の発行がない場合の処理について説明する。なお、ス
テップＳ２０１からステップＳ２０５、ステップＳ２０９、ステップＳ２１０は図７のフ
ローチャートと同様であるためその説明を省略する。図８のフローチャートにおいては、
ユーザは店舗で買い物を行なっていないため、図７におけるステップＳ２０６からステッ
プＳ２０８の処理は行われない。
【００６７】
　図８のフローチャートでは、データセンタ２６０から電気自動車２１０に対して駐車券
、充電券の発行が行われないため、ステップＳ３０１で、ステップＳ２１０で受信したＩ
Ｄ１に基づいて、データセンタ２６０はクレジットカード会社３１０に駐車料金、充電料
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金の請求を行う。
【００６８】
　このように、本技術によれば、「電気を使用する権利」の付与およびその参照を容易に
行うことができるシステムを構築することができる。さらに、電気を使用する権利と紐付
けた様々なサービスを展開することができる。
【００６９】
　例えば、充電など電気を使用する設備が付属する施設を利用したユーザだけが電気を使
用することができるサービス、電気料金の支払いを行ったユーザだけが電気を利用するこ
とができるサービス、会員登録をしたユーザだけが電気を使用することができるサービス
などを実施することができる。
【００７０】
＜４．変形例＞
　以上、本技術の一実施の形態について具体的に説明したが、本技術は上述の実施形態に
限定されるものではなく、本技術の技術的思想に基づく各種の変形が可能である。
【００７１】
　上述の実施の形態では、ＩＤ２として機能するのはユーザが所有するクレジットカード
であり、電力供給対象は電気自動車である場合について説明を行った。しかし、ＩＤ２と
して機能するのはクレジットカードに限られず、また、電力供給対象は電気自動車に限ら
れるものではない。それ以外のものを適用して様々なサービスを実現することができる。
【００７２】
　例えば、施設において提供するサービスとして、会員登録したユーザだけが電気を使用
することができるサービスというものも実現することができる。会員登録をする際に会員
ＩＤをＩＤ２とし、そのＩＤ２に電気を使用する権利を付与するとともに、そのＩＤ２に
会員が使用する電力供給対象１１０としての電気機器のＩＤ１の紐付け関係を登録してお
く。登録は例えば、サービスを提供する企業のサーバなどに行う。施設は、認証型コンセ
ントを有する電力供給装置を備えており、認証型コンセントは接続状態において、電気機
器のＩＤ１を読み取ることができる。
【００７３】
　そして、ユーザが認証型コンセントに電気機器を接続すると、認証型コンセントは電気
機器のＩＤ１を読み込み、電力供給装置はＩＤ１を有する電気機器が電気を使用が可能か
否かをサーバなどに問い合わせる。そして、ＩＤ１に紐付けられたＩＤ２が電気を使用す
る権利を有する場合には、ＩＤ１を有する電気機器は電気を使用可能であるとして、電気
機器に電力を供給する。
【００７４】
　本技術は以下のような構成も取ることができる。
【００７５】
（１）電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識別情報との対応関
係を予め保持する記憶部と、
　前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関係に基づいて、前記電力供給対象
に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う電力管理部と
を備える電力管理装置。
【００７６】
　（２）前記電力管理部は、前記電力供給装置からなされた、前記電力供給対象に対する
電力供給可否の問い合わせに対し、前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関
係を参照して、前記電力供給指示を行う
前記（１）に記載の電力管理装置。
【００７７】
　（３）前記電力管理部は、前記第２の識別情報に対して電力使用の権利を与え、該電力
使用の権利が与えられた前記第２の識別情報と対応付けられた前記第１の識別情報を有す
る前記電力供給対象に電力供給するよう前記電力供給指示を行う
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前記（１）または（２）に記載の電力管理装置。
【００７８】
　（４）前記第１の識別情報と前記第２の識別情報とは前記ユーザにより予め対応付けら
れている
前記（１）から（３）のいずれかに記載の電力管理装置。
【００７９】
　（５）前記第２の識別情報は、前記ユーザの所有物に割り当てられている
前記（１）から（３）のいずれかに記載の電力管理装置。
【００８０】
　（６）前記第２の識別情報は、前記ユーザに関する情報である
前記（１）から（３）のいずれかに記載の電力管理装置。
【００８１】
　（７）電力供給対象が有する第１の識別情報を取得する情報取得部と、
　前記第１の識別情報に基づいて、前記電力供給対象に対する電力供給の可否の問い合わ
せを電力管理装置に対して行う問い合わせ部と、
　前記問い合わせに対する前記電力管理装置からの電力供給指示に従い、前記電力供給対
象に対して電力供給を行う電力供給部と
を備える電力供給装置。
【００８２】
　（８）前記情報取得部は、電力線重畳通信技術を用いて前記第１の識別情報を取得する
前記（７）に記載の電力供給装置。
【００８３】
　（９）前記情報取得部は、前記電力供給部と一体的に構成されている
前記（７）または（８）に記載の電力供給装置。
【００８４】
　（１０）前記電力供給部は、前記電力供給対象への電力供給を非接触給電で行う
前記（７）から（９）のいずれに記載の電力供給装置
【００８５】
　（１１）電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識別情報との対
応関係を予め保持する記憶部と、
　前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関係に基づいて、前記電力供給対象
に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う電力管理部とを備える電力管理装置
と、
　前記電力供給対象が有する第１の識別情報を取得する情報取得部と、
　前記第１の識別情報に基づいて前記電力供給対象に対する電力供給が可能か否かの問い
合わせを電力管理装置に対して行う問い合わせ部と、
　前記問い合わせに対する前記電力管理装置からの電力供給指示に従い、前記電力供給対
象に対して電力供給を行う電力供給部とを備える電力供給装置と
からなる電力供給システム。
【００８６】
　（１２）電力供給対象が有する第１の識別情報とユーザが有する第２の識別情報との対
応関係を予め保持し、
　前記第１の識別情報と前記第２の識別情報との対応関係に基づいて、前記電力供給対象
に電力供給を行う電力供給装置に電力供給指示を行う
電力管理方法。
【００８７】
　（１３）電力供給対象が有する第１の識別情報を取得し、
　前記第１の識別情報に基づいて前記電力供給対象に対する電力供給が可能か否かの問い
合わせを電力管理装置に対して行い、
　前記問い合わせに対する前記電力管理装置からの電力供給指示に従い、前記電力供給対
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象に対して電力供給を行う
電力供給方法。
【符号の説明】
【００８８】
１００、２００、３００・・・電力供給システム
１１０・・・・・・・・・・・電力供給対象
１２０・・・・・・・・・・・電力供給装置
１２２・・・・・・・・・・・情報取得部
１２３・・・・・・・・・・・問い合わせ部
１２４・・・・・・・・・・・電力供給部
１６０・・・・・・・・・・・電力管理装置
１６２・・・・・・・・・・・記憶部
１６３・・・・・・・・・・・電力管理部
２１０・・・・・・・・・・・電気自動車
２２０・・・・・・・・・・・ＥＶ充電スタンド
２６０・・・・・・・・・・・データセンタ

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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